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召集年月日 平成２７年１２月２５日（金） 

召集の場所 おおい町役場正庁ホール 

 

開会    平成２７年１２月２５日 午後４時００分 

閉会    平成２７年１２月２５日 午後５時２５分 

 

出席委員（１６名） 

１番 山本 修   ３番 小原好一  ４番 西 忠彦（会長）

５番 中川啓二   ６番 福井明美   ７番 寺本淸二    

８番 中嶋義男   ９番 森口精治  １０番 渡辺俊策   

１１番 東 茂正  １２番 木村正行  １６番 細川正博    

１８番 福尾達雄  １９番 藤原義隆  

２１番 田中 廣（職務代理）  ２２番 大下利男 

        

欠席委員（６名）     

２番 山本 治   １３番 山下大三郎 １４番 石橋高志   

１５番 粟谷善一   １７番 小間美也子 ２０番 小畑信幸    

   

        

出席事務局 

 事務局長 反田志郎   次長 島田文紀   書記 竹浦千鶴     

 

提出議案 

議案第 ３４号   農地法第 ４条第 1項の規定による農地の転用許可申

請審議について  

議案第 ３５号   農業経営基盤強化促進法第 １８条第 １項の規定による

農地利用集積計画審議について  

議案第 ３６号   農地中間管理事業の推進に関する法律第 １９条第 ３

項の規定による農用地利用配分計画に係る意見照会

について  

報告第 １９号   農地変換届  
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報告第 ２０号   農地変換届  

報告第 ２１号   農地変換届  

報告第 ２２号   農地変換届  

報告第 ２３号   農地変換届  

報告第 ２４号   農地変換届  

報告第 ２５号   農地変換届  
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事務局長   皆さんご苦労様です。 

       ただ今から、平成２７年第１１回おおい町農業委員会を

開催いたします。 

本日の日程についてご案内をさせていただきます前に、

２番山本委員、１３番山下委員、１４番石橋委員、１５番

粟谷委員、１７番小間委員、２０番小畑委員の６名から欠

席の連絡を受けております。 

本日の議案は、２議案と報告７件を予定しておりますが、

議案第３５号農地利用集積計画審議につきましては、農地

中間管理機構の案件もございますので、詳細説明のため、

役場農林水産振興課の猿橋主査を同席させていただきます。 

       開会にあたりまして、会長から、ご挨拶をいただきたい 

と存じます。 

       会長、よろしくお願いいたします。 

 

会  長   本日は、平成２７年第１１回おおい町農業委員会を招集

させて頂きましたところ、皆様方には、お忙しい中、ご出

席頂きまして誠にありがとうございます。  

 それでは、本日上程の２議案と報告事項７件、慎重審議

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 ［開 会］ 

議  長   ただ今から議事に入ります。 

本日の出席委員は、２２名のうち１６名でございます。

よって会議規則第６条の規定により会議が成立いたします

ので、お手元の会議日程に基づいて会議を進めさせて頂き

ます。 

 

 ［日程 １］ 

議  長   日程１ 会議録署名委員の指名についてでありますが、

恒例により、わたしのほうから指名させていただいてよろ

しいでしょうか。 

 

            （異議なし） 

 

議  長   それでは、２２番 大下委員さんと１番 山本委員さん

を指名いたします。 

 

 ［日程 ２］ 
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議  長   日程２  議案第３４号  農地法第４条第１項の規定によ

る農地の転用許可申請審議についてを議題とします。  

議案の内容について事務局から説明致します。  

 

局  長   はい、議長 

議案第３４号は、○○○在住の○○○○氏が、○○に所

有している農地を駐車場とするための転用申請でございま

す。 

詳細については、書記に説明させます。  

 

書  記   はい、議長 

（議案朗読） 

       この申請の許可基準は、申請地よりおおむね３００ｍ以

内に○○○があり、第３種農地と判断されます。 

 

議   長    ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に  

つきまして、農地委員さんに現地確認をして頂いておりま

すので、農地委員さんからご報告願います。  

 

中川委員   はい、議長 

 

中川委員   本案の現地は２２日の午前中に小間委員と事務局にて確

認してまいりました。小間委員が欠席されておりますので、

私が報告いたします。 

       申請者は○○に住んでおりますが、○○にも住居があり

まして、用があるたびに戻っているとのことです。  

申請地は草が伸びているところもございますが、大部分

は草刈りがされておりました。 

転用理由が、親族の集まりの際に必要、とのことですが、

申請地が住居から離れておりますので、他に理由がないか

事務局に確認させましたが、その通りとのことでした。  

現地は宅地と道路に挟まれておりますし農地として耕作

するのは難しいと思われますので、転用は問題ないと判断

いたしました。  

        

議  長   ご報告ありがとうございました。 

ただいまの事務局からの説明と農地委員さんからご報告

がございましたが、ご意見、ご質問ございませんか。  
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渡辺委員   本人は○○にいるとのことですね。 

       誰かに貸すのでは。 

 

書  記   事務局も同じ疑問を持ちましたので、申請者に確認いた

しましたが、申請書のとおりでございました。 

 

議  長   他にご意見、ご質問がないようですが、ご異議はござい

ませんか。 

 

（異議なし） 

 

議  長   ご異議がないようでございますので、議案第３４号農地

法第４条第１項の規定による農地の転用許可申請審議につ

いては、許可相当の意見を付して県へ進達するものと決定

します。 

 

 [日程  ３ ] 

議   長    日程３  議案第３５号  農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定による農地利用集積計画審議について

を議題とします。この案件は、おおい町長から同意を求

められたものでありまして、○○委員、○○委員、○○

委員には、おおい町農業委員会会議規則第１０条  議事

参与の制限  の規定により、一時退席をお願いするとこ

ろではございますが、本日は役場農林水産振興課の制度

説明もございますので、聴講いただき、審議の際に退席

をお願いしたいと思います。 

       それでは、議案について事務局に説明させます。  

 

局   長    議案第３５号は、農業経営基盤強化促進法第１８条に

基づく利用権を設定するものでありまして、詳細につい

ては、書記に説明させます。  

 

書   記    はい、議長  

（議案朗読）  

 本日お配りの分布図も合わせてご覧ください。  

今回の設定は７０３件ございまして、始期は全て平成

２８年１月１日からでございますが、申請者により資料

を３つに分けさせていただきました。  

数字の訂正がございますので、資料の差し替えをお願
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いいたします。  

資料５頁から８頁でございますが、借受人が個人・認

定農業者・集落営農で、新規設定が４９件 96,385㎡、再

設定が７７件 153,165㎡の合計１２６筆 249,550㎡でござ

いまして、利用期間はそれぞれ資料のとおりでございま

す。  

資料９頁から１５頁は借受人が○○○○○○○○○○

で、筆数、面積は資料のとおりでございまして、利用期

間は１０年でございます。  

資料１３頁の１６９番の備考欄をご覧ください。  

所有権移転とございますが、詳細を次長より説明いた

します。  

（次長  所有権移転説明） 

続きまして、資料１６頁から２３頁は福井県農地中間

管理機構を仲介した○○○○○○と集落営農を立ち上げ

る予定の○○○集落及び認定農業者の設定でございまし

て、○○○○○○は新規が５１筆 83,275㎡、再が１１６

筆 163,335㎡の合計１６７筆 246,610㎡、○○○は新規が

１０７件 73,688㎡、再が３９件 50,568㎡の合計１４６筆

124,256㎡、認定農業者は○○の○○氏でございまして、

新規が２件 5,449㎡のいずれも利用期間は１０年でござい

ます。  

この利用権設定の同意判断につきましては、効率的利

用が図られ、農作業に常時従事が可能で、下限面積以上

であり、地域調和も図られるなど、いずれも、農地法第

３条第２項各号には該当せず、町が定めております「農

業経営基盤の強化に促進に関する基本的な構想」に照ら

しましても、許可要件のすべてを満たしていると考えま

す。  

 

局   長    それでは、農地中間管理機構を仲介することについて、

農林水産振興課猿橋より制度の説明をさせます。  

 

猿橋主査    農林水産振興課の猿橋と申します。よろしくお願いい

たします。  

       私の方から、農地中間管理事業の１回目を農業委員会

に上程させていただくという事で、簡単に制度の説明と、

今回上げさせていただきました○○、○○○、○○の２

筆についてご説明差し上げます。  
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（パンフレットにより制度説明）  

（上程資料説明）  

 

議   長    ただ今、事務局及び農林水産振興課から説明がありま

したが、この案件につきまして、農地委員さんに現地確

認をして頂いておりますので、農地委員さんからご報告

願います。  

 

中川委員    はい、議長  

 

中川委員    本案につきましては役場本庁にて資料により確認を行い 

ました。 

 借受人はいずれも地域の中心的な担い手の方々で、利用  

権が設定されることに問題はないと判断いたしました。  

 

議   長    ご報告ありがとうございました。  

       それでは審議に入りますので、その前に、○○委員、

○○委員、○○委員の退席をお願いいたします。  

 

（○○委員・○○委員・○○委員退席）  

 

議   長    それでは、議案第３５号につきまして、ご意見、ご質

問ございませんか。  

 

藤原委員    利用権設定に新規と再設定とがあるが、これまで１０

年間、例えば○○○○が契約を結んでおられたと。それ

が今６年目にあり、これから１０年間新たに結ぶという

ことでしょうか。  

 

猿橋主査    はい、お見込のとおりです。  

       一旦、１０年中の６年経っていたということなら、合

意解約をいたしまして、中間管理機構を通じて今度は新

たな法人さん、人格が変わりますので、そちらの方に更

新、農地としては利用権設定が既にされている農地です

ので、町の奨励金は更新とさせて頂いていますけれど、

一旦、○○○○さんとの契約は解除されるということに

なります。  

 

藤原委員    それについて、集約化された時に協力金のようものが
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出ているかと思うのですけれど、その返還金はないので

すか。  

 

猿橋主査    町の方では、例えば１０年中５年経過して、１０年分

の奨励金をお支払いしていると。そうした場合、一旦返

してもらうよりも、新たな１０年の契約となりますので、

そこから残った期間を差し引いた分の奨励金を町から新

たにお支払いするということで、住民さんに返還の手続

きで一旦町に返して頂き、新たな更新の手続きで奨励金

を受けるというのは住民さんにとって負担が大きいので、

差引した計算のうえで補助金の申請、交付を考えており

ます。  

 

議   長    他にご意見、ご質問よろしいですか。  

では、ご異議はございませんか。  

 

（異議なし） 

 

議   長    ご異議がないようでございますので、議案第３５号  農

業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画審議については、同意することといたし

ます。  

       続きまして、農地中間管理事業につきまして、議案第

３６号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条

第３項の規定による農用地利用配分計画に係る意見照会

について  を追加上程いたします。  

       議案について事務局に説明させます。  

 

局   長    議案第３６号は、議案第３５号農地利用集積計画審議

で同意いただきました農地中間管理事業について、おお

い町より農用地利用配分計画に係る意見を求められたも

のであります。詳細は、次長に説明させます。  

 

次   長    （議案説明）  

 

議   長    ただ今、事務局より説明がありましたが、ご意見、ご

質問ございませんか。  

 

            （意見・質問なし） 
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議   長    ご意見、ご質問がないようですが、ご異議はございま

せんか。  

 

（異議なし） 

 

議   長    ご異議がないようでございますので、議案第３６号  農

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の

規定による農用地利用配分計画に係る意見照会について

は、意見ないものといたします。  

 

これにて、議案第３５号、第３６号の審議が終了しま

したので、退席されました委員の入室の準備をお願いし

ます。  

 

（委員入室）  

 

 [日程  ４ ] 

議  長   日程４ 報告第１９号  農地変換届について  を議

題といたします。事務局から説明をお願いします。  

 

局   長    報告第１９号は○○の田１筆を畑にする変換届でござい

ます。詳細は書記に説明させます。  

 

書  記   （議案朗読）    

               

議   長    ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に  

つきまして、農地委員さんに現地確認をして頂いておりま

すので、農地委員さんからご報告願います。  

 

中川委員   はい、議長 

 

中川委員   本案の現地も２２日に確認してまいりました。 

       申請地は県道との間の田で、申請地の一部を町の○○建

設工事により提供されまして、従来から水の確保が困難で

あったこともあり、畑にされるとのことで、現地は工事が

始まっておりましたが、申請者はしっかりと農業に取り組

んでおられますので、問題ないものと判断いたしました。  
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議  長   ご報告ありがとうございました。 

ただいまご報告がございましたが、ご意見、ご質問ござ  

いませんか。 

 

（意見・質問なし） 

 

[日程 ６] 

議  長   日程６ 報告第２０号  農地変換届について  を議

題といたします。事務局から説明をお願いします。  

 

局   長    報告第２０号は○○の田２筆を畑にする変換届でござい

ます。詳細は書記に説明させます。  

 

書  記   （議案朗読）    

               

議   長    ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に 

つきまして、農地委員さんに現地確認をして頂いておりま

すので、農地委員さんからご報告願います。  

 

中川委員   はい、議長 

 

中川委員   本案の現地も２２日に確認してまいりました。 

       申請地は申請人の家の付近にありまして、事務局が説明

しましたとおりでございまして、問題ないものと判断いた

しました。 

 

議  長   ご報告ありがとうございました。 

ただいまご報告がございましたが、ご意見、ご質問ござ  

いませんか。 

 

（意見・質問なし） 

 

［日程 ７］ 

議  長   日程７ でございますが、報告第２１号、２２号、２

４号の  農地変換届について  を一括議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。  

 

局   長    報告第２１号、２２号、２４号は、○○の田を畑として

利用する変換届でございまして、詳細は書記に説明させま



 12 

す。  

 

書  記   （議案朗読） 

       申請地は○○○○の県道沿いで現在畑地変換が行われて  

いるところの付近でありまして、施工業者は同じく○○○

でございます。    

               

議   長    ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に 

つきまして、農地委員さんに現地確認をして頂いておりま

すので、農地委員さんからご報告願います。  

 

中川委員   はい、議長 

 

中川委員   本案の現地も２２日に確認してまいりました。 

       どの申請地も耕作されておらず、利用状況調査では耕作

放棄地や再生不能の農地に判断したところでございますが、

重機により木が抜根され、草が刈られ、不法投棄も片づけ

られており、見事に農地に再生されておりました。  

       これまで申請人が手入れが出来ないため放棄地になって

いたものでありますので、畑に整地された後の管理を農業

委員会としてもしっかりと確認する必要がございます。 

 

議  長   ご報告ありがとうございました。 

ただいまご報告がございましたが、ご意見、ご質問ござ  

いませんか。 

 

田中委員   ２１号の前の所有者は。 

 

渡辺委員   以前に３条で出ていたのでは。 

 

書  記   平成○○年第○回委員会第○○議案３条申請にて、○○

市の○○氏から○○氏へ所有権移転されております。 

 

［日程 ８］ 

議  長   日程８ 報告第２３号  農地変換届について  を議

題といたします。事務局から説明をお願いします。  

 

局   長    報告第２３号は○○○○○の田を畑にする変換届でござ

いまして、詳細は書記に説明させます。  
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書  記   （議案朗読）    

               

議   長    ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に  

つきまして、農地委員さんに現地確認をして頂いておりま

すので、農地委員さんからご報告願います。  

 

中川委員   はい、議長 

 

中川委員   本案の現地も２２日に確認してまいりました。 

       現状は水田の転作畑として野菜が作られておりまして、

申請者は○○○○○○の販売を計画しており、豊富な野菜

の収穫など作業がしやすいように整地するとのことでござ

います。 

     

議  長   ご報告ありがとうございました。 

ただいまご報告がございましたが、ご意見、ご質問ござい

ませんか。 

 

渡辺委員   出荷用か。自家消費では。 

 

書  記   申請者は今年の夏に試験的に○○○○○○を作って販売

しておりまして、○○へも試食の提供がありました。 

       規模を拡大して出荷用として作るとのことです。  

 

［日程 ９］ 

議  長   日程９ 報告第２５号  農地変換届について  を議

題といたします。事務局から説明をお願いします。  

 

局   長    報告第２５号は○○○○○の田１１筆一体を畑にする変

換届でございまして、詳細は書記に説明させます。  

 

書  記   （議案朗読）    

               

議   長    ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に  

つきまして、農地委員さんに現地確認をして頂いておりま

すので、農地委員さんからご報告願います。  

 

中川委員   はい、議長 
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中川委員   本案の現地も２２日に確認してまいりました。 

       申請地の一部は水稲をされていますので一帯が埋められ

るのは残念ではあります。 

資料の写真の中で、申請地一連のうち１枚が抜けており

ますが、現状は耕作放棄地ですが、持ち主が畑として埋め

ることを渋っているとのことで、この部分は田のままでご

ざいます。 

変換後はしっかりと管理をしていただきたく、農業委員

会としても確認が必要でございます。  

     

議  長   ご報告ありがとうございました。 

ただいまご報告がございましたが、ご意見、ご質問ござい

ませんか。 

 

（意見・質問） 

 

議  長   それでは、これをもちまして上程いたしました全ての日  

程を終了いたします。 

 

事 務 局   ・次回平成２８年第１回農業委員会開催案内 

 

議  長   それではこれで、平成２７年第１１回の委員会を終了い

たします。慎重審議ありがとうございました。  


